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実践事例①：企画の提案を生徒指導部が担う

効果を上げるためのチェックポイント

○ 各チームの役割や相互の関係を明確にする 

どの学校にも生徒指導に関して様々な業務やニーズがあり、それぞれをだれかが担うこと

になります。生徒指導担当教員（生徒指導部）の役割や、企画委員会、現職教育の推進委員

会や各部会、ケース会議等との相互関係を明確にしておくことが大切です。

実践事例②：学級を持たない生徒指導主事を位置付ける

ある学校では、授業を進めにくくなったり、学級担任だけでは対応に苦慮したりする生徒指

導上の事案が増加し、教職員から、何かあったときに対応できる学級のサポート役や関係学校・

関係機関とのパイプ役を望む声が上がっていました。そこで、新たな生徒指導体制として、学

級をもたない生徒指導主事を位置付け、以下のような業務に当たることにしました。

◆学校全体の児童理解 

登校時、休み時間、放課後等の校内巡視や学級担任からの気になる児童についての相談 
◆各学級の教育活動のサポート 

感情が高ぶった児童への対応、個別の教育相談や指導、問題行動発生時の対応や記録 
◆生徒指導の視点に立ったプロジェクトの推進 

児童会・学級会における話合い活動を通した自発的・自治的活動の活性化 
◆同一中学校区における小中学校、支援センター、警察等との連絡・調整 

こうした体制をとることで、学校全体における生徒指導の一貫性が高まるとともに、各学級

で生じるトラブルへの迅速かつ的確な対応が可能となります。若年教員等からは「心強く効果

的である」といった評価がなされています。

ある学校は、生徒指導部を中心に、あ

いさつと安全の指導を徹底しています。

下図のような 1ヶ月のサイクルを確立
し、生徒指導部会が構想した指導内容等

を企画委員会で決定し、右のような資料

を用いて職員会議で周知します。

実践後、学年団からの成果と課題を生

徒指導部が把握し、翌月の指導について

協議します。
職員会議

企画委員会

生徒指導部会 

学年団

生徒指導部 提案資料（４月） 

１ １学期の生活目標 

「元気なあいさつをしよう」（自分から・多くの人に）

「ろうかを歩こう」（走らない・遊ばない）

２ 生徒指導面について

○「元気なあいさつをしよう」実現に向けての取り組み

・あいさつレベルアップ大作戦

先生や友だち、地域の人に先に自分からあいさつできれば１点。５点ゲッ

トでレベル UP。各学級で名簿を用意し、朝の会で日直がその日のレベルを
チェックする。よくできていた児童 or学級は、生活委員会が放送で発表し、
賞賛する。

「ろうかを歩こう」実現に向けての取組

・各学級で名簿を用意し、帰りの会で目標が達成できたかを日直がチェックす

る 

・よくできていた児童 or学級は、安全委員会が放送で発表し、賞賛する。 

学級で調べた際には、できた児童を賞賛して下さい。達成

が難しい児童には声かけをお願いします。褒めて伸ばしてい

きましょう。児童が競い合って挨拶をすることで、挨拶のあ

る風景が当たり前になって欲しいと思います。
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実践事例②：遅刻・欠席の状況を把握し、全教職員で対応する

ある学校では、気になる児童の遅刻・欠席状況を下のような一覧表に整理することで、今、

重点的にかかわる必要のある児童を把握し、全教職員での対応に努めています。（下表）

例えば、最上段の児童 Aは、
４月には常に支援が必要な状況

でしたが、12月には、ほとんど 

問題なく安定した状態に回復し 

ています。一方、児童Ｂは、12 

月の時点でも依然として支援が 

必要であることが分かります。 

このように、一覧表に整理す 

ることで、今重点的にかかわっ 

ていかなければならない児童を 

全教職員が共通理解し、タイミングを逃さないプラスの声かけによって、児童は心のエネルギ

ーを補充することができます。こうした「整理と焦点化」が大切です。 

効果を上げるためのチェックポイント

○ 守るべき秘密を守り、尽くすべき説明を尽くす 

情報の共有は大切ですが、当該児童の個人情報の保護には十分留意しなければなりません。

児童や保護者にすれば、多くの教職員に知られたくないこともあるかもしれません。

一方、説明・連絡においては、当該児童の保護者への迅速で適切な第一報と、理解と協力

を得るための十分な説明が大切です。保護者や地域全体への説明が必要な場合もあります。

実践事例③：マニュアルにそって問題行動に対応する

「授業中、児童が教室から出て行った。」

「ある児童の感情が高ぶり暴れ始めた。」

このように、学級担任だけでは対応しきれ

ない場面が増えています。

ある学校では、複数の教職員で対応に当た

るとともに最終的には全教職員が対応策を共

有化できるようにマニュアルを整備していま

す。

特に、加害・被害の関係が生じている場合

には、学年団を中心に複数の教職員で分担し

て聞き取りや指導、保護者への連絡等を行っ

ています。

生徒指導

マニュアル

○○市立○○小学校

例） 授業時間に児童が教室

を飛び出した。

① 担任が職員室に連絡

② 職員室の教職員が、管理

職に報告

③ 空き時間の教職員が対

応

・ まずは靴箱を確認

・ 校内外を捜索等

→ 教室まで送り届ける

・ 教室に戻らない場合は、

担任等に連絡の上、落ち

着くまで相談室で待機
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